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改正介護保険を活かす、
これからの地域づくりのポイント

注目！

　高齢者自身を含めた住民が、サービスの受け手から暮らしと地域をつくる主体へ。そして、福祉
サービスの提供体制だけでなく、住民同士の助け合いと地域づくりをすすめる体制づくりへ。これ
が今回の改正介護保険が目指す姿です。こうした方向を受けてスタートした「新しい総合事業」と
「生活支援サービス体制整備事業」は、全国一律ではなく、自治体が内容を決め、地域住民とともに
育てる事業ですが、ゆえに自治体や住民にとまどいも大きく見受けられます。
　ここでは、自治体や地域住民、福祉専門職を対象とした兵庫県及び愛知県でのセミナーでの議
論から見えてきた、制度の活かし方を紹介します。

（協力：兵庫県社会福祉協議会　荻田藍子、日本福祉大学福祉社会開発研究所・地域ケア研究推進センター　小木曽早苗）

発想の大転 換

　介護保険改正の大きなねらいは、本人が役割をもって多様な
つながりを維持できる地域づくりです。「介護から地域づくりへ」、
そして「画一的なサービス整備から多様な地域づくりへ」、発想の
大転換が自治体にも福祉専門職にも住民にも求められます。

－サービスづくりではなく
　地域づくりへ－

メンバーを
お客さんにしない
「協議体」づくりを
　地域の実態をよく知っている住民や関係者、行政が一緒に話し
合って決めていくために、各自治体が設置するのが「協議体」です。
住民が動きたくなる実質的な話し合いができる場づくりが最大の
ポイントなので、一つの協議体だけでなく、地域のいくつかの話し
合いの場をつないで重層的な協議体を考える発想も必要です。

生活支援コーディネーターは
後ろ盾があってこそ生きる
　生活支援コーディネーターの役割は、自らが社会資源を発見・開発するというよりも、協議体の中で住民が気兼
ねなく話し合いができるよう支え、地域の自生的な支え合いを発見して“見える化”することで、地域住民が主体と
なった支え合いを推進することです。こうした活動は、コーディネーターを配置すれば進むということではありま
せん。身近な同僚や上司が地域の支え合いを一緒に推進するチームの一員として、コーディネーターとともに考
え、動くことが必要不可欠です。コーディネーターの所属組織が一番の後ろ盾になりましょう。

　今回の改正で配置される生活支援コーディネーターの役割の
一つが、生活支援サービスなどの社会資源の開発です。しかし、
地域には、趣味のカラオケ会やお茶飲みの場などさまざまな支
え合いがすでにあります。そうした資源をまずは発見し、つない
でいくと、結果的に支え合いのネットワークで生活が支援されて
いきます。

　機能訓練重視の介護予防から、本人の社会参加による介護予
防という考え方が全面に出されました。参加したくなるような場
がどれだけ地域にあるのか。また、介護が必要になっても参加で
きる場がどれだけ地域にあるのかが鍵となります。

!社会資源は
開発より
発見

社会参加による
介護予防へ

多賀城市の第3回協
議体準備委員会で、
地域資源マップをも
とに意見交換

地元の病院の待合室で地
域の会議を開く…
仙台市宮城野区鶴ヶ谷地
区の住民が出演する啓発
ビデオの一コマです

従来型の介護予防から、「地域づくり」へ！　2015年4月の介護保険の改正により、今後の中核といえる新しい介護予防・日常
生活支援総合事業が始まりました。住民や専門職・関係機関が協力し合い、生活支援コーディネーターと協議体の取り組みをと
おして、最後まで住み慣れた地域で暮らし続けられるMIYAGIを目指します。

住み慣れた地域で暮らし続けるためのお宝探しをしよう！

パンフレット

パンフレット
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おおさか じゅん
専門は社会福祉学、地域福祉、児童福祉、社会福祉援助
技術、医療ソーシャルワーク。仙台市障害者自立支援協議
会会長。近著に『改正介護保険における「新しい地域支援
事業」の生活支援コーディネーター（地域支え合い推進員）
と協議体』（共同編著、2015年、CLC）「生活支援コーディ
ネーター養成テキスト」（共同編著、2016年、CLC）。

サービスの受け手から、
暮らしと地域をつくる主体へ

　
介
護
保
険
創
設
の
背
景
に
は
、「
介
護

の
社
会
化
」が
あ
り
ま
し
た
。介
護
は
個
人

や
家
族
だ
け
の
問
題
で
は
な
く
、社
会
全

体
で
担
っ
て
い
く
と
い
う
価
値
の
転
換
で

し
た
。
今
回
の
介
護
保
険
改
正
に
は
、従

来
型
の
介
護
予
防
か
ら「
地
域
づ
く
り
」へ

と
い
う
価
値
の
転
換
が
あ
り
ま
す
。こ
れ

は「
地
域
社
会
の
福
祉
化
」を
基
本
に
、地

域
支
援
事
業
を
考
え
て
い
く
こ
と
だ
と
い

え
ま
す
。

　
地
域
に
は
介
護
だ
け
で
な
く
、さ
ま
ざ

ま
な
暮
ら
し
の
課
題
が
、「
福
祉
の
課
題
」

と
し
て
解
決
を
必
要
と
し
て
い
ま
す
。生

活
支
援
の
必
要
な
一
人
暮
ら
し
の
高
齢
者

や
障
害
者
、生
活
に
困
窮
し
て
い
る
人
な

ど
、さ
ま
ざ
ま
な
人
た
ち
の
悩
み
に
応
え

る
た
め
に
、生
活
支
援
を
含
め
た
地
域
福

祉
の
視
点
が
求
め
ら
れ
ま
す
。個
人
の
問

題
と
と
ら
え
る
の
で
は
な
く
、地
域
の
課

題
と
し
て
と
ら
え
る
の
で
す
。つ
ま
り
、お

互
い
さ
ま
と
い
う
視
点
を
も
ち
、地
域
か

ら
排
除
し
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。た
と

え
ば
、認
知
症
の
人
が
火
の
管
理
が
で
き

な
く
な
っ
た
と
き
、危
な
い
の
で
地
域
で
暮

ら
す
の
は
無
理
だ
と
す
ぐ
に
決
め
つ
け
る

の
で
は
な
く
、ど
う
し
た
ら
そ
の
人
が
地

域
で
暮
ら
せ
る
か
を
と
も
に
考
え
て
い
く

こ
と
が
求
め
ら
れ
ま
す
。

　
し
か
し
、地
域
づ
く
り
を
制
度
と
し
て

ト
ッ
プ
ダ
ウ
ン
で
つ
く
る
こ
と
は
で
き
ま
せ

ん
。な
ぜ
な
ら
、地
域
住
民
自
身
が
地
域

の
福
祉
課
題
を
考
え
、住
民
同
士
で
お
互

い
に
で
き
る
こ
と
を
実
践
し
て
い
く
こ
と

が
求
め
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
す
。そ
の
た
め

の
し
か
け
と
し
て
今
回
生
ま
れ
た
の
が
、協

議
体
と
生
活
支
援
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
の

設
置
で
す
。こ
れ
ま
で
の
地
域
の
支
え
合

い
の
活
動
を
壊
さ
な
い
よ
う
、そ
う
し
た

活
動
を
認
め
合
い
、育
む
こ
と
か
ら
始
め

ま
し
ょ
う
。

　
図
3
は
、支
え
合
い
活
動
の
展
開
を
樹

木
で
示
し
た
も
の
で
す
。根
っ
こ
に
あ
た
る

部
分
、つ
ま
り
友
人
や
ご
近
所
と
の
つ
き
合

い
と
い
っ
た
日
常
的
な
活
動
を
大
事
に
育

む
こ
と
が
、豊
か
な
地
域
づ
く
り
に
つ
な
が

り
ま
す
。宮
城
の
地
で
育
ま
れ
た
、住
民
の

工
夫
と
知
恵
と
技
を
も
っ
て
こ
の
制
度
を

大
き
く
育
て
、住
み
慣
れ
た
地
域
で
最
期

ま
で
住
み
続
け
ら
れ
る
宮
城
を
実
現
さ
せ

ま
し
ょ
う
。

Profile宮城県地域支え合い・
生活支援推進連絡会議　委員長
仙台白百合女子大学　教授　

大
坂 

純
さ
ん

図1

図2

図3

これまでの
介護予防の姿

要介護状態にならない
介護予防

要介護予備軍

身体・精神機能の向上

介護予防サービス（1次・2次予防）

対象

めざすもの

サービス・活動

これからの
介護予防の姿

地域で暮らし続けるための
生活支援

すべての高齢者

社会参加

居場所・つどいの場・支え合い

＊図 1・2 は、『改正介護保険における「新しい地域支援事業」の生活支援コーディネーターと協議体』（2015 年、CLC）より出典
  図 3 は、『生活支援コーディネーター養成テキスト』（2016 年、CLC）に修正

注）ここでいう宝物とは、地域でのつながりや支え合いととらえています。
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＊図 1・2 は、『改正介護保険における「新しい地域支援事業」の生活支援コーディネーターと協議体』（2015 年、CLC）より出典
  図 3 は、『生活支援コーディネーター養成テキスト』（2016 年、CLC）に修正

注）ここでいう宝物とは、地域でのつながりや支え合いととらえています。
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専門はケアマネジメント、認知症介護、公共経済学。みやぎ
高齢者元気プラン（宮城県高齢者保健福祉計画・介護保
険事業支援計画）推進委員会委員長。近著に『改正介護
保険における「新しい地域支援事業」の生活支援コーディ
ネーター（地域支え合い推進員）と協議体』（共同編著、
2015年、CLC）。

宮城県地域支え合い・生活支援推進連絡会議
副委員長
東北福祉大学　教授

高
橋 

誠
一さ
ん

お茶飲み挨拶

おすそ分け

花だんづくり

立ち話

日頃の交流

地
域
の
支
え
合
い
活
動
を
理
解
す
る

分類 活動例

つながり・ネットワーク支援

日常生活支援

社会生活支援

観光

子育て支援

防災

商品化

都市と農村交流、宿泊施設

食育、学習支援、子育て支援、子どもの居場所づくり

自主防災、防犯、SOSネットワーク、見守り

食品加工、オリジナルグッズの開発・販売、介護用品開発

お茶会、食堂、貸室、サロン（ミニデイ）、情報提供、広報紙発行、I・Uターン支援、空き家・廃校活用、
当事者の会づくり、サロンづくり、介護者支援、地域の計画づくり

買い物支援、配食、移送、外出支援、へルプサービス、見守り、商店、移動販売、配達

緊急一時支援（泊まりなど）、農林水産の作業支援、便利屋、見送り（葬式）支援、雇用創出、生活相談、
環境美化、余暇支援、社会参加支援

＊「地域でともに暮らすための支え合い活動・サービスのすすめ」CLC 2014.12 に編集

＊「地域でともに暮らすための支え合い活動・サービスのすすめ」CLC 2014.12 より出典
Profile

発想の大転換！
サービスづくりではなく、

地域づくりへ
―生活支援コーディネーターと協議体の役割―

　
日
本
に
は
、高
齢
に
な
っ
て
も
元
気
に
暮
ら
し
て
い
る

地
域
が
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
。そ
の
一つ
、千
葉
県
柏
市
で

調
査
を
行
っ
た
東
京
大
学
高
齢
社
会
総
合
研
究
機
構
の

飯
島
勝
矢
准
教
授
は「
健
康
長
寿
の
た
め
の
３
つ
の
柱
」

と
し
て
、①
社
会
参
加（
就
労
、余
暇
活
動
、ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
な
ど
）、②
身
体
活
動（
運
動
な
ど
）、③
栄
養（
食
・
口

腔
機
能
）を
挙
げ
て
い
ま
す
。家
か
ら
出
て
仲
間
と
集
い
、

お
し
ゃ
べ
り
や
食
事
を
楽
し
む
社
会
性
を
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　生活支援コーディネーターは、市区町村域（第１層）や中学校区域（第
２層）に配置されることが想定されており、地域のさまざまな団体や機関
における住民・専門職との協働や、配置先の関係者との協働が求められ
ています。こうした特性を活かすため、宮城県では、この研修を生活支
援コーディネーターとして配置された人たちのみを対象とするのではな
く、住民や専門職も一緒に受講して、チームで暮らしやすい地域づくり
が進められる体制づくりを目指します。

■お問い合わせ先　全国コミュニティライフサポートセンター（CLC）:TEL 022-727-8730

　
２
０
２
５
年
に
は
団
塊
の
世
代
が
75
歳
を
迎
え
、

全
人
口
の
２
割
弱
が
75
歳
以
上
に
な
る
超
高
齢
社
会

が
到
来
し
ま
す
。
宮
城
県
で
も
75
歳
以
上
の
人
口

が
、
２
０
３
０
年
ま
で
急
速
に
上
昇
す
る
と
の
推
計

が
出
て
い
ま
す
。
ま
た
、
調
理
や
買
い
も
の
、
洗

濯
、
掃
除
な
ど
の
生
活
支
援
を
求
め
る
高
齢
者
が

増
え
る
な
か
、
担
い
手
で
あ
る
15
〜
64
歳
の
人
口

は
、
15
年
に
比
べ
て
25
年
に
０.

９
１
倍
、
40
年
に

０.

７
５
倍
に
減
少
す
る
こ
と
が
見
込
ま
れ
て
い
ま

す
。
高
齢
者
は
受
け
手
と
な
る
だ
け
で
な
く
、
担

い
手
に
な
る
こ
と
を
期
待
さ
れ
て
い
る
の
で
す
。

　
高
齢
者
が
住
み
慣
れ
た
地
域
で
暮
ら
し
続
け
る
た

め
に
は
、
自
治
体
が
地
域
の
実
情
に
応
じ
て
、
医

療
、
介
護
、
予
防
、
住
ま
い
、
生
活
支
援
を
充
実
さ

せ
る
こ
と
が
大
切
で
す
。

　
そ
こ
で
宮
城
県
で
は
、官
民
が
連
携
・
協
働
し
て
顔

の
見
え
る
関
係
を
つ
く
ろ
う
と
、2
0
1
5
年
７
月

29
日
に「
宮
城
県
地
域
包
括
ケ
ア
推
進
協
議
会
」を
設

立
し
ま
し
た（
会
長
：
村
井
嘉
浩
・
宮
城
県
知
事
、46

団
体
で
構
成
）。あ
わ
せ
て
、住
民
を
対
象
に
し
た
シ

ン
ポ
ジ
ウ
ム
や
、地
域
の
課
題
解
決
に
向
け
た
圏
域

ご
と
の
研
修
会
な
ど
を
開
催
し
、多
様
な
主
体
に
よ

る
取
組
を
推
進
し
て
い
ま
す
。

　
ま
た
、同
年
10
月
16
日
に
は
、「
宮
城
県
地
域
支

え
合
い
・
生
活
支
援
推
進
連
絡
会
議
」（
27
団
体
で

構
成
）が
発
足
。13
人
の
運
営
委
員
会（
委
員
長
：
大

地
域
支
え
合
い
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

坂
純
・
仙
台
白
百
合
女
子
大
学
教
授
）を
中
心
に
、

①
戸
別
訪
問
に
よ
る
情
報
収
集
・
支
援
ニ
ー
ズ
の
聞

き
取
り
、②
圏
域
別
情
報
交
換
会
の
開
催
、③
ア
ド

バ
イ
ザ
ー
派
遣
、④
生
活
支
援
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー

養
成
研
修
の
実
施
、⑤
情
報
紙「
M
I
Y
A
G
I
ま

ち
づ
く
り
と
地
域
支
え
合
い
」の
発
行
な
ど
、地
域

の
支
え
合
い
や
生
活
支
援
の
充
実
に
向
け
た
市
町

村
の
取
組
を
支
援
し
て
い
ま
す（
図
6
）。

　
こ
の
連
絡
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は
、県
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括
ケ
ア
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進
協

議
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に
置
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た
５
つ

の
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門
委
員
会
の
な
か

の
、「
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・
生

活
支
援
専
門
委
員
会
」が

取
り
組
む「
地
域
支
え
合

い
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」の
一

つ
と
位
置
づ
け
ら
れ
て

い
ま
す
。

　
宮
城
県
保
健
福
祉
部

長
寿
社
会
政
策
課
は
、

「
地
域
包
括
ケ
ア
の
実

現
に
向
け
て
、地
域
の

実
情
に
合
わ
せ
た
支
え

合
い
活
動
を
育
む
支
援

を
し
た
い
」と
話
し
ま

す
。

　受講生から「どのように事業を進めていけばよいのかわからない」という
相談を受けますが、まずは地域で人が集っている場を把握して、そこに同
席させてもらい、普段住民の皆さんがどんなことを話しているのか聞き取る
作業を積み上げてください、と話しています。地域に交ぜてもらうことが大
事です。その際に、上司や所属団体はゆったりと見守ってください。この事
業はすぐに結果が出るものではなく、10年、20年という長い目で育むもので
す。生活支援コーディネーターは、地域に出向いてお茶飲みをしながら、住
民の声を拾うのが仕事です。型どおりには進みませんので、多様性を認め
る環境が必要です。

宮城県
生活支援コーディネーター
養成研修

宮城県
生活支援コーディネーター
養成研修

大好評！大好評！

宮城県地域支え合い・生活支援推進連絡会議　委員長　大坂  純さん
研修３での熱気あふれるグループワーク

（2016年2月22日仙台会場）

宮
城
県
に
お
け
る
地
域
支
え
合
い
・
生
活
支
援
の
推
進

★受講必須

生活支援コーディネート基礎・実践研修
研修３【2日間研修】

★受講必須

★受講
選択

　

　

●目的と内容：制度改正の趣旨、協議体の設
置と運営、生活支援コーディネーターの役
割と具体的な活動、地域資源の把握と開発
の方法などを体系的に学びます。

●対象：研修1と同じ。(生活支援コーディネー
ターの任にあたる方を優先します)

基礎研修 応用研修

協
議
体
と
生
活
支
援

コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
の
理
解

★受講必須

地域福祉コーディネート基礎・実践研修
研修2【2日間研修】

　

●目的と内容：生活支援コーディネーターの
活動の基盤となる地域福祉コーディネート
の基礎と実践（コミュニティワークの理解、
社会資源の開発など）を学びます。

●対象：研修1と同じ。(生活支援コーディネー
ターの任にあたる方を優先します)

　

研修1-2【2日間研修】

　●目的と内容：地域福祉コーディネート基礎・
実践研修を受講するにあたり、その理解促
進のために事前研修を実施します。

●対象：地域福祉コーディネート業務の未経
験者や各種の国家資格等の未取得者など。

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ワ
ー
ク
の
理
解

社
会
資
源
の
開
発

★受講必須
初級研修

研修1 【半日研修】

　

●目的と内容：介護保険の改正の趣旨、新しい総合
事業と生活支援サービスの体制整備（協議体の
設置と生活支援コーディネーターの配置）を含む
地域支援事業とは何かを学びます。

●対象：協議体の構成メンバーや生活支援コーディ
ネーターのほか、自治会・町内会や地区社会福祉
協議会のリーダーなど住民、民生委員・福祉委
員、行政や地域包括支援センター・社会福祉協議
会などの専門機関、居宅介護支援事業所などの
事業所や専門職。

制
度
の
理
解

地
域
生
活
支
援
の
理
解

「地域福祉コーディネート基礎・実践研修」
受講のための事前研修

地域支え合い活動の発見の仕方・広げ方
～かくれた資源を見つけ出せ～
●目的と内容

●対象

「行く、聞く、見つける」地域への入り方と住民との関わり方や、支え合
い活動の広げ方について学びます。

研修 1 初級研修の受講修了者

地域福祉コーディネート中堅研修
●目的と内容

●対象

地域自立生活支援事例やコミュニティワーク実践事例の検討方法を
学びます。

研修2 地域福祉コーディネート基礎・実践研修の受講修了者

生活支援コーディネーターによる
実践報告＆事例検討会
●目的と内容

●対象

すでに生活支援コーディネーターとして活動している実践者から具
体的な活動内容を学ぶとともに、実践事例検討をとおして、コーディ
ネーターの役割を学びます。

研修3 生活支援コーディネート基礎・実践研修の受講修了者

有償サービスの立ち上げと運営の方法
●目的と内容

●対象

定型的な制度サービスでは対応できない、信頼関係に基づいた日常
支援をおこない、人と人を結ぶことを目的とした有償福祉サービスに
ついて学びます。

研修3 生活支援コーディネート基礎・実践研修の受講修了者

協議体の立ち上げと運営の方法
●目的と内容

●対象

協議体設置にあたり、関係機関や団体等への働きかけの方法や住民
主導の協議体のつくり方を学びます。

研修3 生活支援コーディネート基礎・実践研修の受講修了者

応用研修1【1日研修】

応用研修2【1日研修】

応用研修3【1日研修】

応用研修4【1日研修】

応用研修5【1日研修】
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事務局：
宮城県社会福祉協議会

市町村

運営委員会
13人の運営委員で構成
（月１回会議）
事業の進行管理を
審議・決定

生活支援コーディネーター

地域包括支援センター

社会福祉協議会

生　協

農　協

民間企業

NPO・ボランティア等

民生委員・児童委員協議会

行政区・町内会

老人クラブ

自治体・職能団体・事業者など
27団体で構成
（年２回会議）

市町村支援のための
プラットフォーム

個別の市町村訪問による
情報収集・

支援ニーズの聞き取り

圏域別
情報交換会

アドバイザー派遣

生活支援コーディネーター
養成研修の実施

（担当：CLC）

情報紙「MIYAGIまちづくりと
地域支え合い」の発行

（担当：CLC）

6MIYAGI まちづくりと地域支え合い



　生活支援コーディネーターは、市区町村域（第１層）や中学校区域（第
２層）に配置されることが想定されており、地域のさまざまな団体や機関
における住民・専門職との協働や、配置先の関係者との協働が求められ
ています。こうした特性を活かすため、宮城県では、この研修を生活支
援コーディネーターとして配置された人たちのみを対象とするのではな
く、住民や専門職も一緒に受講して、チームで暮らしやすい地域づくり
が進められる体制づくりを目指します。

■お問い合わせ先　全国コミュニティライフサポートセンター（CLC）:TEL 022-727-8730
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ザ
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相談を受けますが、まずは地域で人が集っている場を把握して、そこに同
席させてもらい、普段住民の皆さんがどんなことを話しているのか聞き取る
作業を積み上げてください、と話しています。地域に交ぜてもらうことが大
事です。その際に、上司や所属団体はゆったりと見守ってください。この事
業はすぐに結果が出るものではなく、10年、20年という長い目で育むもので
す。生活支援コーディネーターは、地域に出向いてお茶飲みをしながら、住
民の声を拾うのが仕事です。型どおりには進みませんので、多様性を認め
る環境が必要です。
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研修３での熱気あふれるグループワーク
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★受講必須

生活支援コーディネート基礎・実践研修
研修３【2日間研修】

★受講必須

★受講
選択

　

　

●目的と内容：制度改正の趣旨、協議体の設
置と運営、生活支援コーディネーターの役
割と具体的な活動、地域資源の把握と開発
の方法などを体系的に学びます。

●対象：研修1と同じ。(生活支援コーディネー
ターの任にあたる方を優先します)

基礎研修 応用研修

協
議
体
と
生
活
支
援

コ
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デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
の
理
解

★受講必須

地域福祉コーディネート基礎・実践研修
研修2【2日間研修】

　

●目的と内容：生活支援コーディネーターの
活動の基盤となる地域福祉コーディネート
の基礎と実践（コミュニティワークの理解、
社会資源の開発など）を学びます。

●対象：研修1と同じ。(生活支援コーディネー
ターの任にあたる方を優先します)

　

研修1-2【2日間研修】

　●目的と内容：地域福祉コーディネート基礎・
実践研修を受講するにあたり、その理解促
進のために事前研修を実施します。

●対象：地域福祉コーディネート業務の未経
験者や各種の国家資格等の未取得者など。

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ワ
ー
ク
の
理
解

社
会
資
源
の
開
発

★受講必須
初級研修

研修1 【半日研修】

　

●目的と内容：介護保険の改正の趣旨、新しい総合
事業と生活支援サービスの体制整備（協議体の
設置と生活支援コーディネーターの配置）を含む
地域支援事業とは何かを学びます。

●対象：協議体の構成メンバーや生活支援コーディ
ネーターのほか、自治会・町内会や地区社会福祉
協議会のリーダーなど住民、民生委員・福祉委
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会などの専門機関、居宅介護支援事業所などの
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地域支え合い活動の発見の仕方・広げ方
～かくれた資源を見つけ出せ～
●目的と内容

●対象

「行く、聞く、見つける」地域への入り方と住民との関わり方や、支え合
い活動の広げ方について学びます。

研修 1 初級研修の受講修了者

地域福祉コーディネート中堅研修
●目的と内容
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地域自立生活支援事例やコミュニティワーク実践事例の検討方法を
学びます。

研修2 地域福祉コーディネート基礎・実践研修の受講修了者

生活支援コーディネーターによる
実践報告＆事例検討会
●目的と内容

●対象

すでに生活支援コーディネーターとして活動している実践者から具
体的な活動内容を学ぶとともに、実践事例検討をとおして、コーディ
ネーターの役割を学びます。

研修3 生活支援コーディネート基礎・実践研修の受講修了者

有償サービスの立ち上げと運営の方法
●目的と内容

●対象

定型的な制度サービスでは対応できない、信頼関係に基づいた日常
支援をおこない、人と人を結ぶことを目的とした有償福祉サービスに
ついて学びます。

研修3 生活支援コーディネート基礎・実践研修の受講修了者

協議体の立ち上げと運営の方法
●目的と内容

●対象

協議体設置にあたり、関係機関や団体等への働きかけの方法や住民
主導の協議体のつくり方を学びます。
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改正介護保険を活かす、
これからの地域づくりのポイント

注目！

　高齢者自身を含めた住民が、サービスの受け手から暮らしと地域をつくる主体へ。そして、福祉
サービスの提供体制だけでなく、住民同士の助け合いと地域づくりをすすめる体制づくりへ。これ
が今回の改正介護保険が目指す姿です。こうした方向を受けてスタートした「新しい総合事業」と
「生活支援サービス体制整備事業」は、全国一律ではなく、自治体が内容を決め、地域住民とともに
育てる事業ですが、ゆえに自治体や住民にとまどいも大きく見受けられます。
　ここでは、自治体や地域住民、福祉専門職を対象とした兵庫県及び愛知県でのセミナーでの議
論から見えてきた、制度の活かし方を紹介します。

（協力：兵庫県社会福祉協議会　荻田藍子、日本福祉大学福祉社会開発研究所・地域ケア研究推進センター　小木曽早苗）

発想の大転 換

　介護保険改正の大きなねらいは、本人が役割をもって多様な
つながりを維持できる地域づくりです。「介護から地域づくりへ」、
そして「画一的なサービス整備から多様な地域づくりへ」、発想の
大転換が自治体にも福祉専門職にも住民にも求められます。

－サービスづくりではなく
　地域づくりへ－

メンバーを
お客さんにしない
「協議体」づくりを
　地域の実態をよく知っている住民や関係者、行政が一緒に話し
合って決めていくために、各自治体が設置するのが「協議体」です。
住民が動きたくなる実質的な話し合いができる場づくりが最大の
ポイントなので、一つの協議体だけでなく、地域のいくつかの話し
合いの場をつないで重層的な協議体を考える発想も必要です。

生活支援コーディネーターは
後ろ盾があってこそ生きる
　生活支援コーディネーターの役割は、自らが社会資源を発見・開発するというよりも、協議体の中で住民が気兼
ねなく話し合いができるよう支え、地域の自生的な支え合いを発見して“見える化”することで、地域住民が主体と
なった支え合いを推進することです。こうした活動は、コーディネーターを配置すれば進むということではありま
せん。身近な同僚や上司が地域の支え合いを一緒に推進するチームの一員として、コーディネーターとともに考
え、動くことが必要不可欠です。コーディネーターの所属組織が一番の後ろ盾になりましょう。

　今回の改正で配置される生活支援コーディネーターの役割の
一つが、生活支援サービスなどの社会資源の開発です。しかし、
地域には、趣味のカラオケ会やお茶飲みの場などさまざまな支
え合いがすでにあります。そうした資源をまずは発見し、つない
でいくと、結果的に支え合いのネットワークで生活が支援されて
いきます。

　機能訓練重視の介護予防から、本人の社会参加による介護予
防という考え方が全面に出されました。参加したくなるような場
がどれだけ地域にあるのか。また、介護が必要になっても参加で
きる場がどれだけ地域にあるのかが鍵となります。

!社会資源は
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発見

社会参加による
介護予防へ

多賀城市の第3回協
議体準備委員会で、
地域資源マップをも
とに意見交換

地元の病院の待合室で地
域の会議を開く…
仙台市宮城野区鶴ヶ谷地
区の住民が出演する啓発
ビデオの一コマです

従来型の介護予防から、「地域づくり」へ！　2015年4月の介護保険の改正により、今後の中核といえる新しい介護予防・日常
生活支援総合事業が始まりました。住民や専門職・関係機関が協力し合い、生活支援コーディネーターと協議体の取り組みをと
おして、最後まで住み慣れた地域で暮らし続けられるMIYAGIを目指します。

住み慣れた地域で暮らし続けるためのお宝探しをしよう！
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